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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チェックシステムであって、
　前記対象者に取り付けられて、第一の所定期間ごとに前記対象者の身体の向きを検知す
る検知部と、
　前記検知部が検知した対象者ごとの身体の向きを示す姿勢データを収集し、姿勢情報を
生成する収集部と、
　前記姿勢情報に基づいて、前記対象者ごとの身体の向きを一括で表示する表示部と、
　前記表示された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力
を一括で受け付ける操作入力部と、を備え、
　前記表示部は、前記操作入力部の確認の入力を受け付けると、前記確認の入力がされた
対象者の身体の向きの表示を変更する、
睡眠チェックシステム。
【請求項２】
　前記表示部は、前記対象者の年齢ごと、又は、年齢及び月齢ごとに、前記対象者の身体
の向きを表示対象とするか否かを選択して表示すること、
を特徴とする請求項１に記載の睡眠チェックシステム。
【請求項３】
　第二の所定期間、前記収集された姿勢データを記憶する記憶部と、
　前記記憶された姿勢データに基づいて、前記対象者ごとの第三の所定期間における寝返
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りの平均回数を算出する算出部と、
　前記対象者ごとに、前記生成された姿勢情報が示す前記第三の所定期間における寝返り
の回数と、前記算出された寝返りの平均回数と比較して、前記第三の所定期間において寝
返りが多いか否かを判定する判定部と、をさらに備え、
　前記表示部は、寝返りの多いと判定された前記対象者の身体の向きの表示を変更するこ
と、
を特徴とする請求項１又は２に記載の睡眠チェックシステム。
【請求項４】
　前記検知部は、第四の所定期間ごとに前記対象者の体温を検知し、
　前記収集部は、前記検知部が検知した対象者ごとの体温を示す温度データを収集し、体
温情報を生成し、
　前記記憶部は、第二の所定期間、前記収集された温度データを記憶し、
　前記算出部は、前記対象者ごとに、前記記憶された温度データに基づいて、第五の所定
期間における平均体温を算出し、
　前記判定部は、前記対象者ごとに、前記算出された平均体温と、前記生成された体温情
報が示す体温とを比較して、前記第四の所定期間において体温が通常どおりか否かを判定
し、
　前記表示部は、前記体温が通常どおりでないと判定された前記対象者の身体の向きの表
示を変更すること、
を特徴とする請求項３に記載の睡眠チェックシステム。
【請求項５】
　前記判定部は、前記対象者をグルーピングし、該グルーピングされた対象者において、
寝返りが多いと判定された人数又は体温が通常どおりでないと判定された人数の少なくと
もいずれか一つの人数が所定人数より多いか否かを判定し、
　前記表示部は、前記所定人数より多いと判定された場合に、前記グルーピングされた対
象者の一括表示に対して睡眠環境の設定変更を促すアラート表示を表示すること
を特徴とする請求項３又は４に記載の睡眠チェックシステム。
【請求項６】
　前記記憶部は、前記対象者ごとの入所期間を記憶し、
　前記表示部は、前記記憶された入所期間に基づいて、前記対象者の表示対象の身体の向
きを選択して表示すること
を特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の睡眠チェックシステム。
【請求項７】
　複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チェック方法であって、コンピュータが、
　前記対象者に取り付けられた検知部により、第一の所定期間ごとに前記対象者の身体の
向きを検知する検知ステップと、
　前記検知した対象者ごとの身体の向きを示す姿勢データを収集して、姿勢情報を生成す
る収集ステップと、
　前記姿勢情報に基づいて、前記対象者ごとの身体の向きを一括で表示する表示ステップ
と、
　前記表示された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力
を一括で受け付ける操作入力ステップと、を実行し、
　前記確認の入力を受け付けると、前記表示ステップにおいて、前記確認の入力がされた
対象者の身体の向きの表示を変更するステップを含む、
睡眠チェック方法。
【請求項８】
　複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チェックプログラムであって、
　コンピュータに、
　前記対象者に取り付けられた検知部により、第一の所定期間ごとに前記対象者の身体の
向きを検知する検知機能と、
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　前記検知機能が検知した対象者ごとの身体の向きを示す姿勢データを収集し、姿勢情報
を生成する収集機能と、
　前記姿勢情報に基づいて、前記対象者ごとの身体の向きを一括で表示画面に表示する表
示機能と、
　前記表示された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力
を一括で受け付ける操作入力機能と、を実現させ、
　前記操作入力機能の確認の入力を受け付けると、前記表示機能は、前記確認の入力がさ
れた対象者の身体の向きの表示を変更する、
睡眠チェックプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠チェックシステム、睡眠チェックプログラム及び睡眠チェック方法であ
って、一括で操作入力を受ける睡眠チェックシステム、睡眠チェックプログラム及び睡眠
チェック方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、うつ伏せ寝による窒息や乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策のため、乳幼児の
睡眠中のうつ伏せ寝している状態や呼吸の状態を検知して保護者であるユーザに通知する
技術が多数存在する。
【０００３】
　従来技術として、特許文献１においては、乳幼児のうつ伏せ寝を検出して報知すること
により窒息事故を防ぐことのできる乳幼児うつ伏せ寝検出装置として、乳幼児の着衣の表
面に設けられる検知部と本体部とからなり、検知部は着衣の表面の腹部などに設置され乳
幼児のうつ伏せ寝を検知して、ＯＮ信号を発信し、本体部がＯＮ信号を受信した場合に、
本体部のアラーム部が光、音声、振動又はその組み合わせたものを発生して報知する検出
装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２においては、体動モニタリング、温度モニタリング、データ収集及び
分析システム及び方法として、加速度センサ及び温度センサによって、乳幼児の特徴を測
定し、当該測定された特性情報がコンピュータ装置に送信され、コンピュータ装置に測定
された特徴についての警告が表示されること、また、経時的なモーションセンサの位置変
化等を判定することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３１２９０１号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１５／０２５０４１９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、複数の乳幼児が園児として在籍する保育園等の施設において、保育士が、担当
するクラスの園児達の午睡チェック等で、所定時間ごと（例えば、５分ごと）に、睡眠時
の身体の向きの状態や呼吸の状態を園児一人一人チェックし、チェック用紙等に当該チェ
ック結果を園児一人一人について記録する必要があるが、保育士における当該チェック及
び記録の負担を軽減してほしいというニーズが存在する。
【０００７】
　特許文献１に開示される従来技術においては、うつ伏せ寝の状態を検知して、音声等に
よって報知されるのみなので、当該報知によって保育士にうつ伏せ寝の状態であることを
通知することはできても、通常の睡眠状態に関してはチェックできず、また、特許文献２
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に開示される従来技術においても、睡眠状態の経時的変化は表示されるものの、保育士が
当該表示を参考に、実際に園児一人一人の睡眠状態をチェックした結果については、別途
チェック用紙等に一人一人記録せざるを得ず、当該ニーズに対して十分ではなかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記のような課題に鑑み、保育士等のユーザが保有する端末装置で
所定時間ごとに園児達の睡眠状態をチェックして記録する際に、園児達の身体の向き等の
睡眠状態を検知し、当該検知された睡眠状態を一括で表示し、当該表示された睡眠状態に
対してチェックした結果の入力を一括で受け付けて、当該チェックを受け付けた睡眠状態
の表示を変更することができる、睡眠チェックシステム、睡眠チェックプログラム及び睡
眠チェック方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る睡眠チェックシステムは、複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チ
ェックシステムであって、対象者に取り付けられて、第一の所定期間ごとに対象者の身体
の向きを検知する検知部と、検知部が検知した対象者ごとの身体の向きを示す姿勢データ
を収集し、姿勢情報を生成する収集部と、姿勢情報に基づいて、対象者ごとの身体の向き
を一括で表示する表示部と、表示された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全て
の対象者の確認の入力を一括で受け付ける操作入力部と、を備え、表示部は、操作入力部
の確認の入力を受け付けると、前記確認の入力がされた対象者の身体の向きの表示を変更
する。
【００１０】
　さらに、本発明に係る睡眠チェックシステムにおいて、表示部は、対象者の年齢ごと、
又は、年齢及び月齢ごとに、対象者の身体の向きを表示対象とするか否かを選択して表示
してもよい。
【００１１】
　さらに、本発明に係る睡眠チェックシステムは、第二の所定期間、収集された姿勢デー
タを記憶する記憶部と、記憶された姿勢データに基づいて、対象者ごとの第三の所定期間
における寝返りの平均回数を算出する算出部と、対象者ごとに、生成された姿勢情報が示
す第三の所定期間における寝返りの回数と、算出された寝返りの平均回数と比較して、第
三の所定期間において寝返りが多いか否かを判定する判定部と、をさらに備え、表示部は
、寝返りの多いと判定された対象者の身体の向きの表示を変更してもよい。
【００１２】
　さらに、本発明に係る睡眠チェックシステムにおいて、検知部は、第四の所定期間ごと
に対象者の体温を検知し、収集部は、検知部が検知した対象者ごとの体温を示す温度デー
タを収集し、体温情報を生成し、記憶部は、第二の所定期間、収集された温度データを記
憶し、算出部は、対象者ごとに、記憶された温度データに基づいて、第五の所定期間にお
ける平均体温を算出し、判定部は、対象者ごとに、算出された平均体温と、生成された体
温情報が示す体温とを比較して、第四の所定期間において体温が通常どおりか否かを判定
し、表示部は、体温が通常どおりでないと判定された対象者の身体の向きの表示を変更し
てもよい。
【００１３】
　さらに、本発明に係る睡眠チェックシステムにおいて、判定部は、対象者をグルーピン
グし、該グルーピングされた対象者において、寝返りが多いと判定された人数又は体温が
通常どおりでないと判定された人数の少なくともいずれか一つの人数が所定人数より多い
か否かを判定し、表示部は、所定人数より多いと判定された場合に、グルーピングされた
対象者の一括表示に対して睡眠環境の設定変更を促すアラート表示を表示してもよい。
【００１４】
　さらに、本発明に係る睡眠チェックシステムにおいて、記憶部は、対象者ごとの入所期
間を記憶し、表示部は、記憶された入所期間に基づいて、対象者の表示対象の身体の向き
を選択して表示してもよい。
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【００１５】
　本発明に係る睡眠チェック方法は、複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チェッ
ク方法であって、コンピュータが、対象者に取り付けられた検知部により、第一の所定期
間ごとに対象者の身体の向きを検知する検知ステップと、検知した対象者ごとの身体の向
きを示す姿勢データを収集して、姿勢情報を生成する収集ステップと、姿勢情報に基づい
て、前記対象者ごとの身体の向きを一括で表示する表示ステップと、表示された対象者ご
との身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受け付ける操作入
力ステップと、を実行し、確認の入力を受け付けると、表示ステップにおいて、確認の入
力がされた対象者の身体の向きの表示を変更する。
【００１６】
　本発明に係る睡眠チェックプログラムは、複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠
チェックプログラムであって、コンピュータに、対象者に取り付けられた検知部により、
第一の所定期間ごとに対象者の身体の向きを検知する検知機能と、検知機能が検知した対
象者ごとの身体の向きを示す姿勢データを収集し、姿勢情報を生成する収集機能と、姿勢
情報に基づいて、対象者ごとの身体の向きを一括で表示画面に表示する表示機能と、表示
された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受
け付ける操作入力機能と、を実現させ、操作入力機能の確認の入力を受け付けると、表示
機能は、確認の入力がされた対象者の身体の向きの表示を変更する。
【００１７】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピ
ュータプログラム、データ構造、記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様
として有効である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、保育士等のユーザが保有する端末装置に対して、所定時間ごとに、園
児達の身体の向き等の検知された身体の向き等の睡眠状態を一括で表示し、当該表示され
た睡眠状態に対してチェックした結果の入力を一括で受け付けて、当該チェックを受け付
けた睡眠状態の表示を変更することができる。そのため、複数いる園児達の睡眠状態のチ
ェックを一人一人入力する手間が省けて、かつ、チェック入力した睡眠状態の表示を変更
することでどこまでチェックしたかが確認可能な睡眠チェックシステム、睡眠チェックプ
ログラム及び睡眠チェック方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステムのシステム構成例を示す図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステムの機能構成例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステムの概要を示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る端末装置の表示部に表示される画面例を示す図である
。
【図５】本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステムの動作例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステムの動作例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜一実施形態＞
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。
【００２１】
（システム構成）
　図１は、本発明の一実施形態における睡眠チェックシステムのシステム構成例を示すシ
ステム図である。
【００２２】
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　図１に示すように、睡眠チェックシステム１００は、情報処理装置２００、端末装置３
００、センサ装置４００、ネットワーク５００（ＩＰネットワーク等）を含む。
【００２３】
　情報処理装置２００は、ネットワーク５００を介して、端末装置３００及びセンサ装置
４００と接続される。なお、図１において、説明を簡単にするために、情報処理装置２０
０は３台、端末装置３００は２台、センサ装置４００は１台ずつ示してあるが、これ以下
でもこれ以上存在してもよいことは言うまでもない。特に、センサ装置４００は、保育園
等の施設で複数の乳幼児の睡眠チェックを行うため、複数あることが好ましい。
【００２４】
　情報処理装置２００は、データの取得、生成、更新等の演算処理及び加工処理のための
処理能力のあるコンピュータ機器であればどの様な電子機器でもよく、例えば、パーソナ
ルコンピュータ、サーバ、メインフレーム、その他電子機器であってもよい。
【００２５】
　情報処理装置２００は、具体的には、プロセッサによって装置全体が制御されている処
理装置であってもよい。当該プロセッサには、バスを介して、ＲＡＭ、ＲＯＭ及びハード
ディスクドライブ等の記憶装置（記憶部２３０）、入出力インタフェース、通信インタフ
ェース（ＮＩＣ）等が接続されて構成されている。当該記憶装置は、制御部２１０におけ
る各種処理に必要となる各種処理データやプログラムを記憶する機能を有している。当該
入出力インタフェースには、ディスプレイ、キーボード、マウス、外付け記憶媒体等の入
出力装置が接続されている。当該通信インタフェースには、ネットワーク５００が接続さ
れている。
【００２６】
　また、情報処理装置２００は、睡眠チェックシステム１００専用のソフトウェアやハー
ドウェア、ＯＳ等を設けずに、クラウドサーバによるＳａａＳ、Ｐａａｓ、ＩａａＳを適
宜用いてもよい。
【００２７】
　端末装置３００は、睡眠チェックシステムを利用する保育士等のユーザが保有する携帯
端末等の電子機器であればよく、例えば、携帯端末、タブレット端末、スマートフォン、
ウェアラブル端末、パーソナルコンピュータ等、その他端末機器であってもよい。
【００２８】
　ネットワーク５００は、例えば、ＩＰネットワークである。ネットワーク５００は、Ｉ
Ｐネットワークであれば、無線であっても有線であっても無線と有線の組み合わせであっ
てもよく、例えば、無線による通信であれば、端末装置３００やセンサ装置４００は、無
線ＬＡＮアクセスポイント（不図示）にアクセスし、ＬＡＮやＷＡＮを介して情報処理装
置２００と通信してもよい。また、ネットワーク５００は、これらの例に限られず、例え
ば、公衆交換電話網やブルートゥース（Bluetooth（登録商標））、光回線、ＡＤＳＬ回
線、衛星通信網などであってもよい。
【００２９】
　ここで、図３を用いて、本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステム１００の概要
について説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステム１００の概
要を示す模式図である。
【００３０】
　図３に示すように、睡眠チェックシステム１００は、一例として、乳幼児等の睡眠チェ
ック対象者（以降、単に「対象者」という）に取り付けたセンサ装置４００が、複数の乳
幼児の睡眠時の身体の向きや体温、呼吸の有無などを検知し、１．検知したデータ（セン
シングデータ）を端末装置３００に送信する。端末装置３００は、当該センシングデータ
を受信して、２．チェック対象の乳幼児ごとの睡眠状態を示す睡眠状態情報（姿勢情報等
）を収集し、３．収集した睡眠状態情報に基づいて、対象の乳幼児ごと、または、グルー
ピングされた複数の乳幼児グループごとに、所定時間における寝返りの平均回数等を算出
し、４．算出された寝返りの平均回数等を基に、乳幼児ごと、又は、グループごとに寝返
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りの多い状態であるか否か等を判定し、５．判定した結果を含め、チェック対象の乳幼児
ごと又はグループごとの身体の向きや体温や寝返りの多い状態であるか等の睡眠状態を表
示するための表示情報を生成する。
【００３１】
　図３に示すように、６．当該生成された当該表示情報が、端末装置３００の表示部３４
１に伝達されると、７．乳幼児ごとに、（１）睡眠中か否か、（２）身体の向きの表示（
例えば、「仰向け」といったテキスト表示、上矢印の画像表示）、（３）体温の表示が、
所定時間ごとに（例えば、５分ごとに）一覧を用いて一括で画面表示される。
【００３２】
　ここで「睡眠状態」とは、乳幼児の睡眠時のある時点の身体の向き、体温、呼吸の有無
等のありさまをいう。また、ここでいう「睡眠状態情報」とは、これらの、乳幼児の身体
の向きを示す姿勢情報、乳幼児の体温を示す体温情報、乳幼児の呼吸の有無及び呼吸数を
示す呼吸情報等のこれらのありさまを示す情報を含んで構成される。
【００３３】
　睡眠チェックシステム１００は、当該画面表示において、所定時間ごとに対象の乳幼児
のチェック入力を一括で受け付けることができる。例えば、図３に示すように、表示部３
４１に表示された１２：１０における各乳幼児の身体の向きを表す表示に対して、対象の
乳幼児全てに対してチェックしたことを入力するチェックボタンを設けて、当該チェック
ボタンを押下して実行すると、１２：１０の欄の対象の乳幼児全ての身体の向きを表す表
示が、１２：００及び１２：０５の欄の様に、（１）チェックボタンのテキスト表示が「
チェック」から「済」に変更したり、（２）矢印や起床を示す顔記号の枠線が実線から点
線に変更したり、（３）チェックした保育士の名前「ゆか先生」が対象の乳幼児の欄下部
にテキスト表示したり、（４）チェックした対象の時刻の欄が一律グレーアウト表示に変
更したり等、チェックが済んだことが一目で判るように表示を変更する。
【００３４】
　従来、保育士等のユーザが、所定時間ごとに園児一人一人の睡眠状態をチェックして、
手書きでチェック結果を記録するとなると、所定時間が５分であった場合には、ある回の
担当するクラスの園児全ての睡眠状態のチェックと、手書きでの当該チェック結果の記録
を完了させるだけで５分経過してしまい、次の回のチェックが完了前に又は完了してすぐ
に始まってしまう等の睡眠チェックの作業の負担が大きいという問題があった。このよう
な問題に対して、睡眠チェックシステム１００のこのような構成により、手書きで記録せ
ずとも、センサ装置４００が検知した睡眠状態を基に、ユーザがチェックした結果を一括
で入力することができ、当該入力を受け付けた箇所は表示が変更するため、チェック済み
かどうか一目で判るため、保育士の午睡チェック等の睡眠チェックの負担を軽減すること
ができる。
【００３５】
　（機能構成）
　図２は、本発明の一実施形態における睡眠チェックシステム１００の機能構成例を示す
図である。図２に示すように、睡眠チェックシステム１００は、情報処理装置２００と、
端末装置３００と、センサ装置４００とを含む。
【００３６】
　具体的には、睡眠チェックシステム１００は、複数の対象者の睡眠状態をチェックする
睡眠チェックシステムであって、対象者に取り付けて、第一の所定期間ごとに対象者の身
体の向きを検知する検知部４４０と、検知部４４０が検知した対象者ごとの身体の向きを
示す姿勢データを収集し、姿勢情報を生成する収集部３１１と、姿勢情報に基づいて、対
象者ごとの身体の向きを一括で表示する表示部３４１と、表示された対象者ごとの身体の
向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受け付ける操作入力部３５１
と、を備え、表示部３４１は、操作入力部３５１の確認の入力を受け付けると、確認入力
された対象者の身体の向きの表示を変更するものである。
【００３７】
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　ここで「第一の所定期間」とは、姿勢検知部４４１が対象者の身体の向きを検知する間
隔時間をいい、具体的には、５分ごとに身体の向きを検知する場合であれば、第一の所定
期間は「５分」となる。第一の所定期間の設定においては、睡眠状態のチェックにおいて
、対象者の身体の向き（仰向け寝かうつ伏せ寝か）を何分ごとに確認したいか、窒息やＳ
ＩＤＳ対策に応じて設定すればよい。
【００３８】
　睡眠チェックシステム１００は、このような構成とすることで、乳幼児の睡眠状態のチ
ェックにおいて、一括でチェックしたことの入力を受け付けて、当該入力を受け付けた睡
眠状態の表示を変更することで、複数の園児に対して、睡眠チェックの入力を一度で済ま
せることができ、また、当該チェック済みか否かを一目で確認することができる睡眠チェ
ックシステムを提供することができる。
【００３９】
　ここでいう「姿勢データ」とは、検知部４４０が検知した対象の乳幼児の身体の向きを
示すデータであり、例えば、姿勢検知部４４１が加速度センサやジャイロセンサを用いて
身体の向きを検知する場合においては、検知開始時の初期値からの傾き度合い（角度）を
示すデータ等という。また、ここでいう「姿勢情報」は姿勢データから対象の乳幼児の身
体の向き（仰向け、うつ伏せ等）を求めて、当該身体の向きを示す情報である。
【００４０】
（情報処理装置２００）
　情報処理装置２００は、図２に示すように、制御部２１０、通信部２２０、記憶部２３
０を含んで構成される。
【００４１】
　制御部２１０は、収集部２１１、算出部２１２、判定部２１３を備え、情報処理装置２
００の各機能部を制御する機能を有するプロセッサである。また、制御部２１０は、生成
部２１４を備えてもよい。
【００４２】
　制御部２１０は、一例として、端末装置３００、センサ装置４００又は情報処理装置２
００の各機能部からの処理要求に基づいて、記憶部２３０に記憶されている睡眠状態情報
等の各種情報を参照、更新又は削除処理をし、当該処理結果を端末装置３００において出
力するための出力情報を生成してもよい。この場合、生成した出力情報は、通信部２２０
及びネットワーク５００を介して端末装置３００に送信される。
【００４３】
　ここで「出力情報」とは、端末装置３００の出力部３４０で出力される表示情報及び音
声情報をいう。なお、これらの情報に限らず、保育士等のユーザに園児等の乳幼児の睡眠
状態が出力できればどの様な情報でもよく、例えば、端末装置３００のバイブレーション
機能を利用するような振動情報を含めて、端末装置３００の振動によって出力してもよい
。
【００４４】
　収集部２１１は、センサ装置４００が検知して出力するデータを収集する機能を有する
。収集部２１１は、例えば、センサ装置４００の検知部４４０が検知した対象者ごとの身
体の向きを示す姿勢データを収集し、姿勢情報を生成する。収集部２１１の当該収集の方
法においては、センサ装置４００から受信した姿勢データ等のセンシングデータを、所定
の期間、一旦記憶部２３０に記憶して、端末装置３００からの出力要求に応じて収集して
もよいし、センサ装置４００から受信したタイミングで疑似リアルタイムにセンシングデ
ータを収集してもよい。収集部２１１は、収集した各種データ及び生成した各種情報（姿
勢情報、体温情報等）を記憶部２３０に記憶してもよい。収集部２１１は、記憶された姿
勢情報に基づいて、第三の所定期間における寝返りの回数を算出して、当該姿勢情報に当
該算出結果を含めて記憶してもよい。収集部２１１における、当該寝返りの回数の算出に
あたっては、例えば、仰向け、横向き又はうつ伏せの各身体の向きの状態に変動した際に
カウントアップ（インクリメント）して回数を算出して求めてもよいし、所定の角度基準
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又は角度レンジを設けて当該基準又はレンジを超えた際にカウントアップして回数を算出
して求めてもよい。
【００４５】
　収集部２１１は、また、一例として、センサ装置４００の検知部４４０が検知した対象
者ごとの体温を示す温度データを収集し、体温情報を生成してもよい。
【００４６】
　ここでいう「温度データ」は、検知部４４０が検知した対象の乳幼児の体の温度を示す
データであり、例えば、温度検知部４４２が体温計やサーモグラフィサを用いて温度を検
知する場合においては、対象の乳幼児の身体の外側の温度検知部４４２が接触する部分や
体内から放射される遠赤外線から測定した温度をいう。また、ここで「体温情報」とは、
温度データから対象の乳幼児のある時点の体温や平熱を求めて、当該体温や平熱示す情報
である。
【００４７】
　算出部２１２は、記憶部２３０に記憶されたデータに基づいて、ある期間の平均値等を
算出する機能を有する。算出部２１２は、具体的には、例えば、記憶部２３０に記憶され
た姿勢データに基づいて、対象者ごとの第三の所定期間における寝返りの平均回数を算出
する。算出部２１２は、算出した平均回数を記憶部２３０に記憶してもよい。
【００４８】
　ここで「第三の所定期間」とは、対象者ごとの睡眠時に寝返りの回数をチェックしたり
、睡眠状態か覚醒状態かをチェックしたりする期間であり、例えば、保育園等に在籍する
乳幼児の午睡を保育士がチェックする場合は、お昼寝の時間（例えば、１時間、２時間）
を第三の所定期間として設定してもよい。また、乳幼児の平均的なレム睡眠及びノンレム
睡眠時間ごとに区切った期間（例えば、レム睡眠及びノンレム睡眠の１セットを年代ごと
に、胎児期後半～新生児期：４０～５０分、３～４歳：４０～６０分、大人：９０～１０
０分と設定した期間）を第三の所期間として設定してもよい。
【００４９】
　また、算出部２１２は、対象者ごとに、記憶部２３０に記憶された温度データに基づい
て、第五の所定期間における平均体温を算出してもよい。
【００５０】
　ここで「第五の所定期間」とは、対象者ごとの体温をチェックする期間であり、例えば
、保育園等に在籍する乳幼児を保育士がチェックする場合は、登園から退園時までの時間
やお昼寝の時間（例えば、１時間、２時間）を第五の所定期間として設定してもよい。ま
た、乳幼児の平均的なレム睡眠及びノンレム睡眠時間ごとに区切った期間を第五の所定期
間として設定してもよい。
【００５１】
　判定部２１３は、記憶部２３０に記憶された情報に基づいて、判定する機能を有する。
判定部２１３は、具体的には、例えば、対象者ごとに、記憶部２３０に記憶された姿勢情
報が示す寝返りの回数と、算出部２１２で算出された寝返りの平均回数と比較して、第三
の所定期間において寝返りが多いか否かを判定する。
【００５２】
　ここで「第二の所定期間」とは、対象者の各種データを記憶部２３０に蓄積する期間を
いい、例えば、保育園等に在籍する乳幼児の睡眠チェックの場合は、園児ごとの在籍当初
から現時点までの在籍期間としてもよいし、別の例として、記憶部２３０の記憶容量等の
睡眠チェックシステムの動作環境に応じて半年、１年、５年、１０年とした期間としても
よい。
【００６１】
　判定部２１３は、対象者をグルーピングし、当該グルーピングされた対象者において、
寝返りが多いと判定された人数又は体温が通常どおりでないと判定された人数の少なくと
もいずれか一つの人数が所定人数より多いか否かを判定してもよい。判定部２１３は、具
体的には、例えば、保育園の午睡チェックの場合は、園児を在籍するクラスでグルーピン
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グし、当該グルーピングされた園児において、寝返りが多い園児の人数又は体温が通常よ
り高い園児の人数のいずれか一つにおいて所定人数より多いか否かを判定してもよい。こ
こで「所定人数」とは、グルーピングする対象の人数の半数としてもよいし、３分の２の
人数としてもよいし、睡眠チェックのチェック体制等に応じて設定すればよい。
【００６２】
　判定部２１３は、上記の他に、対象者がいつもの睡眠と違う様子であるか否かの判定を
してもよく、例えば、（１）体温の上昇率が、所定の上昇率と比較して異常に高いかどう
かを判定してもよいし（暖め過ぎの可能性が高い）、（２）起床と入眠の回数が所定の回
数より多いか否かを判定してもよいし（なかなか寝付けていない可能性が高い）、（３）
機械学習を用いて、うつ伏せ寝をする睡眠状態の身体の向きの特徴量を抽出して、うつ伏
せ寝の状態を予測判定してもよい。
【００６３】
　生成部２１４は、記憶部２３０に記憶された各種情報に基づいて、端末装置３００で出
力するための出力情報（表示情報、音声情報）を生成する。生成部２１４は、具体的には
、例えば、対象の乳幼児ごとの姿勢情報、体温情報、個人情報等に基づいて、図３、４に
示すような表示部３４１に表示するための表示情報を生成してもよい。生成部２１４は、
生成した出力情報を端末装置３００の出力部３４０に、通信部２２０及びネットワーク５
００を介して伝達する。
【００６４】
　通信部２２０は、制御部２１０の制御によって、ネットワーク５００を介して端末装置
３００、センサ装置４００又は他の情報処理装置２００との通信を実行する機能を有する
。当該通信は、有線、無線のいずれでもよく、また、互いの通信が実行できるのであれば
、どのような通信プロトコルを用いてもよい。通信部２２０は、具体的には、端末装置３
００へ出力情報を送信したり、センサ装置４００からセンシングデータを受信したりして
もよい。
【００６５】
　記憶部２３０は、制御部２１０の制御によって、情報処理装置２００が演算及び加工処
理する際に必要な各種プログラム、データ、パラメータ等を記憶する機能を有する。記憶
部２３０は、具体的には、例えば、センシングデータ（姿勢データ、温度データ）、姿勢
情報、体温情報、個人情報等を記憶する。記憶部２３０は、具体的には、例えば、ＲＯＭ
及びＲＡＭで構成される主記憶装置、不揮発性メモリ等で構成される補助記憶装置、ＨＤ
Ｄ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュメモリ等各種の記録
媒体によって構成される。
【００６６】
　ここで「個人情報」とは、チェック対象者の個人を特定する情報又は付随する情報をい
い、具体的には、名前、年齢及び月齢、保育園等の施設における入所期間、住所、家族構
成、対象者が園児の場合は両親の名前から構成される情報をいう。また、個人情報は、対
象者ごとの平熱（第五の所定期間の平均体温）、寝返りの平均回数（第二の所定期間の寝
返りの平均回数）を含んで構成してもよい。
【００６７】
　記憶部２３０は、具体的には、第二の所定期間、対象者ごとの収集部２１１で収集され
た姿勢データを記憶してもよい。また、記憶部２３０は、具体的には、第二の所定期間、
対象者ごとの収集部２１１で収集された温度データを記憶してもよい。
【００６８】
（端末装置３００）
　端末装置３００は、図２に示すように、制御部３１０、通信部３２０、記憶部３３０、
出力部３４０、入力部３５０、撮影部３６０を含んで構成される。
【００６９】
　制御部３１０は、収集部３１１、算出部３１２、判定部３１３、生成部３１４を備えて
もよく、端末装置３００の各機能部を制御する機能を有するプロセッサである。制御部３
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１０は、具体的には、例えば、情報処理装置２００から送信された出力情報を記憶部３３
０に記憶させたり、出力情報を出力部３４０に出力させたりする。
【００７０】
　収集部３１１は、情報処理装置２００の収集部２１１と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいてもセンサ装
置４００が検知したセンシングデータの収集処理をしてもよく、通信環境や記憶容量等、
処理環境や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応じて適
宜決定すればよい。
【００７１】
　算出部３１２は、情報処理装置２００の算出部２１２と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各装置の
収集部が収集した各種データの算出処理をしてもよく、通信環境や記憶容量等、処理環境
や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応じて適宜決定す
ればよい。
【００７２】
　判定部３１３は、情報処理装置２００の判定部２１３と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各装置の
収集部が収集した各種データ及び生成した各種情報、各装置の算出部が算出した結果に基
づいて、判定処理をしてもよく、通信環境や記憶容量等、処理環境や睡眠チェックシステ
ム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応じて適宜決定すればよい。
【００７３】
　生成部３１４は、情報処理装置２００の生成部２１４と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各装置の
記憶部に記憶された情報にも基づいて、出力情報の生成処理をしてもよく、通信環境や記
憶容量等、処理環境や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等
に応じて適宜決定すればよい。
【００７４】
　通信部３２０は、制御部３１０の制御によって、ネットワーク５００を介して情報処理
装置２００、センサ装置４００又は他の端末装置３００との通信を実行する機能を有する
。当該通信は、有線、無線のいずれでもよく、また、互いの通信が実行できるのであれば
、どのような通信プロトコルを用いてもよい。通信部３２０は、具体的には、例えば、情
報処理装置２００から出力情報等を受信したり、センサ装置４００からセンシングデータ
を受信したり、入力情報を情報処理装置２００に送信したりしてもよい。
【００７５】
　記憶部３３０は、制御部３１０の制御によって、端末装置３００が動作する際に必要な
各種プログラム、データ、パラメータ等を記憶する機能を有する。記憶部３３０は、具体
的には、例えば、センシングデータ（姿勢データ、温度データ）、姿勢情報、体温情報、
個人情報等を記憶する。記憶部３３０は、具体的には、例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭで構成
される主記憶装置、不揮発性メモリ等で構成される補助記憶装置、ＨＤＤ、ＳＳＤ、フラ
ッシュメモリ等各種の記録媒体によって構成される。
【００７６】
　出力部３４０は、表示部３４１、音声出力部３４２を備え、制御部３１０の制御によっ
て、端末装置３００に各種情報を出力する機能を有する。出力部３４０は、例えば、記憶
部３３０に記憶された姿勢情報に基づいて、対象者ごとの身体の向きを一括で出力する。
【００７７】
　表示部３４１は、制御部３１０の制御によって、姿勢情報等の各種情報を出力する機能
を有する。具体的には、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）ディスプレイ、ＬＥ
Ｄ（Light Emitting Diode）ディスプレイ、ＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）
ディスプレイ等を用いればよい。表示部３４１は、制御部３１０の制御によって、情報処
理装置２００からネットワーク５００を介して送信された表示情報等を表示する機能を有
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する。
【００７８】
　表示部３４１の表示画面（撮影部３６０のカメラ等のファインダー画面に表示されるも
のも含む）は、例えば、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）などのマークアップ言
語や、ビットマップデータあるいは圧縮処理された画像データなど、端末装置３００で画
面表示可能な一般的なデータ形式で生成されればよい。
【００７９】
　表示部３４１は、制御部３１０の制御によって、記憶部３３０に記憶された姿勢情報に
基づいて、対象者ごとの身体の向きを一括で表示する。また、表示部３４１は、制御部３
１０の制御によって、操作入力部３５１の確認の入力を受け付けると、確認入力された対
象者の身体の向きの表示を一括で変更する。
【００８０】
　表示部３４１は、このような構成とすることで、表示された複数の対象の乳幼児の身体
の向きや体温を、一目で確認することができるようになり、また、どこまで睡眠チェック
したかが一目で確認することができるようになるため、午睡チェック等で複数の対象者を
一度に睡眠チェックしなければならない保育士等のユーザの負荷軽減ができる睡眠チェッ
クシステムを提供できる。
【００８１】
　また、表示部３４１は、制御部３１０の制御によって、操作入力部３５１の確認の入力
を受け付けた時に、所定の身体の向きのままの対象者が一人でもいた場合、確認入力され
た対象者の身体の向きの表示を変更せず、アラート表示を表示してもよい。具体的には、
保育園の午睡チェックにおいて、乳幼児の身体の向きがうつ伏せ状態である対象者が一人
でもいた場合、確認入力を受け付けて表示を変更してしまうと誤ってチェック済みとなっ
てしまい、チェック漏れが生じてしまう懸念がある。このような懸念に対して、表示部３
４１は、所定の身体の向きを「うつ伏せ」と設定し、身体の向きがうつ伏せのままの園児
が一人でもいた場合、確認入力された対象者の身体の向きの表示を一括で変更せず、「う
つ伏せ寝の園児がいます」といったメッセージを記したアラート表示を表示してもよい。
【００８２】
　また、表示部３４１は、一例として、制御部３１０の制御によって、対象者の年齢ごと
、又は、年齢及び月齢ごとに、対象者の表示対象の身体の向きを選択して表示してもよい
。保育園の午睡チェックにおいて、年齢や月齢が異なる園児が一つのクラスにいる場合、
１歳児以上は１０分ごとのチェックでもいいのにも関わらず、チェック用紙のフォーマッ
トに限定され、０歳児と同じ５分ごとにチェックしなくてはならないケースがある。保育
園ごとに睡眠チェックの運用は異なるが、２歳児以上は１０分ごとで問題ないとするとこ
ろもある。
【００８３】
　表示部３４１は、例えば、対象の園児の年齢、月齢（例えば、０歳数ヶ月、１歳、２歳
等）ごとに、対象の表示対象の身体の向きを、０歳だったら５分ごとの身体の向きを表示
対象に、１歳だったら１０分ごとの身体の向きを表示対象にすることで、適切なチェック
対象の表示分だけ表示することができ、チェックするユーザの負担軽減に貢献できる。ま
た、表示側で選択表示することで、センサ装置４００で設定される検知間隔を変更せずと
も、対処できるため、汎用性に優れた睡眠チェックシステムを提供することができる。
【００８４】
　さらに、表示部３４１は、一例として、制御部３１０の制御によって、記憶部３３０に
記憶された対象者の入所期間に基づいて、対象者の表示対象の身体の向きを選択して表示
することができる。例えば、睡眠チェックシステム１００を保育園の午睡チェックに用い
た場合、保育園に入所間もない園児は、睡眠が安定しないため、年齢や月齢に問わず、こ
まめに（例えば、５分ごとに）睡眠チェックしたほうがいい場合がある。園児の年齢や月
齢でのチェック間隔の選択（表示対象の身体の向きの選択）に対して、より実態に合わせ
たチェック間隔の選択をすることが可能となる。
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【００８５】
　表示部３４１は、一例として、制御部３１０の制御によって、各装置の判定部で寝返り
の多いと判定された対象者の身体の向きの表示を変更してもよい。表示部３４１は、具体
的には、例えば、制御部３１０の制御によって、寝返りの多いと判定された対象者の身体
の向きの表示である矢印表示において強調表示（例えば、「寝返りが異常に多いです」と
いったテキスト表示を追加する、他の矢印と色を変える、矢印の枠線を太くする、点滅表
示する、大きさを変えるなど）となるよう表示を変更する。このような構成とすることで
、睡眠チェックする保育士等のユーザに対して、いつもの睡眠と違う様子であることを通
知させることができ、対象の園児が寝苦しい可能性が高いことを気づかせることができる
。保育士等のユーザは当該強調表示を確認して、対象の園児の睡眠環境を整えてあげるこ
とができ（例えば、布団や毛布を変える等）、うつ伏せ寝を含めてＳＩＤＳ等の予防措置
をすることができる。
【００８６】
　表示部３４１は、一例として、制御部３１０の制御によって、各装置の判定部で体温が
通常どおりでないと判定された対象者の身体の向きの表示を変更してもよい。表示部３４
１は、具体的には、例えば、制御部３１０の制御によって、体温が通常どおりでないと判
定された対象者の体温表示（３７．０°など）数値表示において強調表示（例えば、「体
温が異常に多いです」といったテキスト表示を追加する、他の数値表示と色を変える、文
字を太字にする、点滅表示する、文字の大きさを変えるなど）となるよう表示を変更する
。このような構成とすることで、対象の乳幼児に対して暖め過ぎの可能性が高い（ひいて
は、ＳＩＤＳ発症の可能性が高い）と判定することができ、うつ伏せ寝を含めてＳＩＤＳ
等の予防措置をすることができる。なお、対象者が乳幼児の場合、睡眠中に暑すぎる室温
や衣類の着せすぎで子供自身の体温より温度が上がってしまうと自律神経が勝手に体温調
節を優先して、呼吸や心臓を動かす機能が低下するという研究がある。ＳＩＤＳの事例の
多くは体調不良による高熱、初めての保育園への入所によるストレス性の高熱があったと
いう事例が多いという研究があるとおり、対象の乳幼児が体温を適切に放熱できたかどう
かが重要で、うつぶせ寝によって、体温が上昇したことを保育士等のユーザに通知するこ
とは当該観点でも有効である。
【００８７】
　表示部３４１は、一例として、制御部３１０の制御によって、各装置の判定部でグルー
ピングされた対象者において、寝返りが多いと判定された人数又は体温が通常どおりでな
いと判定された人数の少なくともいずれか一つの人数が所定人数より多いか否かを判定し
た結果として、所定人数より多いと判定された場合に、グルーピングされた対象者の一括
表示に対して睡眠環境の設定変更を促すアラート表示を表示してもよい。表示部３４１は
、例えば、所定人数より体温が通常どおりでないと判定された人数が多い場合、「体温が
異常に高い園児が多いようです。暖房の設定を下げるか窓を開けるか等の睡眠環境の設定
を変えてください。」といったようなテキスト表示を記すアラート表示をポップアップで
表示させてもよい。このような構成とすることで、同じ環境で寝ている園児のうち、多数
がいつもの睡眠と違う様子であることを通知することができ、保育士等のユーザに全体の
睡眠環境が適切でない可能性が高いことを気づかせることができる。保育士等のユーザは
当該アラート表示を確認して、対象の園児達の睡眠環境全体を整えてあげることができ（
例えば、暖房冷房の設定を変更する、窓をあける等）、効率よく、睡眠環境を整える支援
ができる。
【００８８】
　ここで、睡眠チェックシステム１００の表示部３４１における表示態様及び操作入力部
３５１に対する入力の受付態様の一例について、図４を用いて説明する。図４は、睡眠チ
ェックシステム１００に係る端末装置３００の表示部３４１に表示される画面例を示す図
である。
【００８９】
　睡眠チェックシステム１００が保育園の午睡チェックに用いられた際のケースとして、
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図４の左側の画面例に示すように、表示部３４１は、対象の園児ごとに、第一の所定時間
ごと（本例においては、第一の所定時間は５分とする）に、園児の身体の向きが仰向けな
らば上矢印、うつ伏せならば下矢印を表示する。
【００９０】
　また、図４の左側の画面例及び各装置の記憶部の園児の個人情報テーブル例に示すよう
に、表示部３４１は、園児の年齢及び月齢に基づいて、表示対象の身体の向きを選択表示
するよう、たとえば、名前が「そうま」である園児の場合は、０歳１０ヶ月なので、５分
ごとの全ての身体の向きを表示対象として選択し、名前が「あんじ」である園児の場合、
１０分ごとの身体の向きを表示対象として選択して表示することができる。また、表示部
３４１は、園児の保育園への入所期間に基づいて、身体の向きの表示を変更するよう、例
えば、名前が「もも」である園児の場合は、入所期間が「１ヶ月」と短いため、他の園児
の表示と区別するために名前の表示に下線表示を加えたり、身体の向きの表示を四角のボ
ックスで囲うように表示したりすることができる。
【００９１】
　また、表示部３４１は、制御部３１０の制御によって、姿勢情報に基づいて、身体の向
きを表示する際に、身体の向きが「うつ伏せ寝」の園児において（本例では、「もも」の
１３：２５に検知された身体の向き）、下矢印を表示し、「＜警告＞ももちゃんがうつ伏
せ寝になっています」といったアラート表示をポップアップで表示させてもよい。表示部
３４１は、制御部３１０の制御によって、当該ポップアップ表示に「確認」ボタンを設け
て、保育士等のユーザが対象の園児をうつ伏せから仰向けに姿勢を変えた際に当該ボタン
を押下することで、図４の右側画面例で示すように上矢印と下矢印の両表を表示して姿勢
を変えたことが判るように表示を変更してもよい。
【００９２】
　音声出力部３４２は、制御部３１０の制御によって、出力情報を音声出力する機能を有
する。音声出力部３４２は、具体的には、例えば、姿勢情報に基づいて、「○○ちゃんが
、うつ伏せ寝の状態です」と音声出力してもよい。
【００９３】
　入力部３５０は、操作入力部３５１、音声入力部３５２を備え、制御部３１０の制御に
よって、端末装置３００に各種情報を入力する機能を有する。
【００９４】
　操作入力部３５１は、制御部３１０の制御によって、ユーザからの操作入力を受け付け
る機能を有する。操作入力部３５１は、具体的には、タッチパネル等のソフトキーあるい
はハードキーにより実現される。
【００９５】
　操作入力部３５１は、具体的には、例えば、制御部３１０の制御によって、表示された
対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受け付け
る。また、操作入力部３５１は、制御部３１０の制御によって、撮影部３６０に対する撮
影実行操作の入力を受け付けたりしてもよい。操作入力部３５１は、制御部３１０の制御
によって、受け付けた入力情報を制御部３１０等に伝達する。
【００９６】
　音声入力部３５２は、制御部３１０の制御によって、ユーザからの音声を入力し受け付
ける機能を有する。音声入力部３５２は、具体的には、端末装置３００に取り付けられた
マイク等により実現される。音声入力部３５２は、具体的には、例えば、制御部３１０の
制御によって、表示された対象者ごとの身体の向きに対して、一部又は全ての対象者の確
認の入力を一括で受け付けたり、撮影部３６０に対する撮影実行操作の入力を受け付けた
りしてもよい。音声入力部３５２は、制御部３１０の制御によって、受け付けた入力情報
を制御部３１０に伝達する。
【００９７】
　撮影部３６０は、制御部３１０の制御によって、端末装置３００に備えつけられたレン
ズから出品対象の商品等を撮影する機能を有する。撮影部３６０は、例えば、携帯端末の



(15) JP 6391858 B1 2018.9.19

10

20

30

40

50

カメラであってもよい。
【００９８】
（センサ装置４００）
　センサ装置４００は、図２に示すように、制御部４１０、通信部４２０、記憶部４３０
、検知部４４０を含んで構成される。
【００９９】
　制御部４１０は、収集部４１１、算出部４１２、判定部４１３、生成部４１４を備えて
もよく、センサ装置４００の各機能部を制御する機能を有するプロセッサである。制御部
４１０は、具体的には、例えば、情報処理装置２００又は端末装置３００から受信した指
示要求に基づいて、各機能部を制御してもよく。また、情報処理装置２００又は端末装置
３００にセンシングデータを送信するよう制御してもよい。
【０１００】
　収集部４１１は、情報処理装置２００の収集部２１１と同じ機能を有してもよい。すな
わち、情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいてもセ
ンサ装置４００が検知したセンシングデータの収集処理をしてもよく、通信環境や記憶容
量等、処理環境や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応
じて適宜決定すればよい。
【０１０１】
　算出部４１２は、情報処理装置２００の算出部２１２と同じ機能を有してもよい。すな
わち、情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各
装置の収集部が収集した各種データの算出処理をしてもよく、通信環境や記憶容量等、処
理環境や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応じて適宜
決定すればよい。
【０１０２】
　判定部４１３は、情報処理装置２００の判定部２１３と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各装置の
収集部が収集した各種データ及び生成した各種情報、各装置の算出部が算出した結果に基
づいて、判定処理をしてもよく、通信環境や記憶容量等、処理環境や睡眠チェックシステ
ム１００を利用する保育サービスの事業内容等に応じて適宜決定すればよい。
【０１０３】
　生成部４１４は、情報処理装置２００の生成部２１４と同じ機能を有する。すなわち、
情報処理装置２００、端末装置３００又はセンサ装置４００のいずれにおいても各装置の
記憶部に記憶された情報にも基づいて、出力情報の生成処理をしてもよく、通信環境や記
憶容量等、処理環境や睡眠チェックシステム１００を利用する保育サービスの事業内容等
に応じて適宜決定すればよい。
【０１０４】
　通信部４２０は、制御部４１０の制御によって、ネットワーク５００を介して情報処理
装置２００、端末装置３００又は他のセンサ装置４００との通信を実行する機能を有する
。当該通信は、有線、無線のいずれでもよく、また、互いの通信が実行できるのであれば
、どのような通信プロトコルを用いてもよい。通信部４２０は、具体的には、例えば、情
報処理装置２００又は端末装置３００にセンシングデータを受信したり、入力情報を情報
処理装置２００に送信したりしてもよい。
【０１０５】
　記憶部４３０は、制御部４１０の制御によって、センサ装置４００が動作する際に必要
な各種プログラム、データ、パラメータ等を記憶する機能を有する。記憶部４３０は、具
体的には、例えば、センシングデータ（姿勢データ、温度データ）、姿勢情報、体温情報
、個人情報等を記憶する。記憶部４３０は、具体的には、例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭで構
成される主記憶装置、不揮発性メモリ等で構成される補助記憶装置、ＨＤＤ、ＳＳＤ、フ
ラッシュメモリ等各種の記録媒体によって構成される。
【０１０６】
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　検知部４４０は、姿勢検知部４４１及び温度検知部４４２を備え、対象者の睡眠状態を
センシングする機能を有する。検知部４４０は、対象者が身体に取り付けて（具体的には
、対象者が着用している衣服等に取り付ける）センシングしてもよい。
【０１０７】
　姿勢検知部４４１は、対象者に取り付けて、第一の所定期間ごとに対象者の身体の向き
を検知する。姿勢検知部４４１は、具体的には、加速度センサ又はジャイロセンサ等を用
いて実現される。姿勢検知部４４１は、加速度センサ又はジャイロセンサを用いて対象者
の身体の傾きの変化（具体的には、身体に取り付けたセンサ装置４００の傾き、より具体
的には、例えば、設定した姿勢検知の基準位置からの角度など）を検知してもよい。
【０１０８】
　姿勢検知部４４１は、キャリブレーション（基準位置（０°）の設定）処理を行う際に
、センサ装置４００が向いている方向を検知して、適切な方向でない場合、キャリブレー
ション処理を行わないようにしてもよい。このような構成により、例えば、対象者の身体
が横向きの状態で姿勢検知部４４１をキャリブレーションしてしまうと、正しくうつ伏せ
の状態を検知することができない可能性があり、このような誤りを発生させないようにす
ることができる。
【０１０９】
　温度検知部４４２は、第四の所定期間ごとに前記対象者の体温を検知する。温度検知部
４４２は、具体的には、接触型の体温計や非接触型のサーモグラフィ等を用いて実現して
もよい。
【０１１０】
　（動作例）
　本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステム１００の動作の一例を説明する。図５
は、本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステム１００の対象者の身体の向き等の検
知から判定処理までの動作例を示すフローチャートである。
【０１１１】
　センサ装置４００の検知部４４０は、対象者に取り付けられて、対象者の身体の向き、
体温等を検知する（Ｓ１０）。検知部４４０は、検知した結果を、端末装置３００の収集
部３１１に、センシングデータとして伝達する。
【０１１２】
　収集部３１１は、対象者ごとの身体の向きを示す姿勢データ、体温を示す温度データ等
を収集する（Ｓ１１）。収集部３１１は、収集した姿勢データに基づいて姿勢情報を生成
し、また、収集した温度データに基づいて体温情報を生成し、これらの情報を記憶部３３
０に記憶する（Ｓ１２）。
【０１１３】
　判定部３１３が、対象者の寝返りが多いか否か判定する場合（Ｓ１３のＹＥＳ）、算出
部３１２は、周期的に又は収集部３１１が姿勢データ等を収集したタイミングで、記憶部
３３０に記憶された姿勢データに基づいて、対象者ごとの第三の所定期間における寝返り
の平均回数を算出する（Ｓ１４）。判定部３１３は、
対象者ごとに、記憶された姿勢データと、当該算出された寝返りの平均回数と比較して、
第三の所定期間において寝返りが多いか否かを判定する（Ｓ１５）。判定部３１３は、当
該判定した結果を記憶部３３０に記憶し、表示部３４１が表示を変更するために表示部３
４１に伝達する。
【０１１４】
　判定部３１３が対象者の体温が通常どおりか否か判定する場合（Ｓ１６のＹＥＳ）、算
出部３１２は、周期的に又は収集部３１１が姿勢データ等を収集したタイミングで、記憶
部３３０に記憶された温度データに基づいて、第五の所定期間における対象者の平均体温
を算出する（Ｓ１７）。判定部３１３は、対象者ごとに、算出された平均体温と、生成さ
れた体温情報が示す体温とを比較して、第四の所定期間において体温が通常どおりか否か
を判定する（Ｓ１８）。判定部３１３は、当該判定した結果を記憶部３３０に記憶し、表
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示部３４１が表示を変更するために表示部３４１に伝達する。
【０１１５】
　睡眠チェックを継続する場合（Ｓ１９のＹＥＳ）は、第一の所定期間をおいて、周期的
に、対象者の身体の向き、体温等を検知する。（Ｓ１０の前に戻る）。
【０１１６】
　図６は、本発明の一実施形態に係る睡眠チェックシステム１００の対象者の表示処理の
動作例を示すフローチャートである。
【０１１７】
　端末装置３００の表示部３４１は、記憶部３３０に記憶された姿勢情報及び体温情報等
に基づいて、対象者ごとの身体の向き、体温等を一括表示する（Ｓ２１）。グループでの
判定をする場合（Ｓ２２のＹＥＳ）、判定部３１３は、対象者をグルーピングして、当該
グルーピングされた対象者において、寝返りが多いと判定された人数又は体温が通常どお
り高いと判定された人数の少なくともいずれか一つが所定人数より多いか否か判定し（Ｓ
２３）、所定の人数より多いと判定された場合（Ｓ２３）は、表示部３４１は、グルーピ
ングされた対象者の一括表示に対して睡眠環境の設定変更を促すアラート表示を表示する
（Ｓ２４）。
【０１１８】
　端末装置３００の操作入力部３５１は、表示された対象者ごとの身体の向きに対して、
一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受け付ける（Ｓ２５）。表示部３４１は、操
作入力部３５１の確認の入力を受け付けると、確認入力された対象者の身体の向きの表示
を変更する（Ｓ２６）。
【０１１９】
　情報処理装置２００、端末装置３００及びセンサ装置４００の各機能部は、集積回路（
ＩＣ（Integrated Circuit）チップ、ＬＳＩ（Large Scale Integration））等に形成さ
れた論理回路（ハードウェア）や専用回路によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central 
Processing Unit）及びメモリを用いてソフトウェアによって実現してもよい。また、各
機能部は、１又は複数の集積回路により実現されてよく、複数の機能部の機能を１つの集
積回路により実現されることとしてもよい。ＬＳＩは、集積度の違いにより、ＶＬＳＩ、
スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩなどと呼称されることもある。なお、ここで「回路」は
、コンピュータによるデジタル処理、すなわち、ソフトウェアによる機能的処理としての
意味合いを含んでもよい。また、当該回路は、再構築可能な回路（例えば、ＦＰＧＡ：Fi
eld Programmable Gate Array）により実現されてもよい。
【０１２０】
　情報処理装置２００、端末装置３００及びセンサ装置４００の各機能部をソフトウェア
により実現する場合、情報処理装置２００、端末装置３００及びセンサ装置４００は、各
機能を実現するソフトウェアである睡眠チェックプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上
記睡眠チェックプログラム及び各種データがコンピュータ（又はＣＰＵ）で読み取り可能
に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）又は記憶装置（これらを「記録媒体」と称する
）、上記睡眠チェックプログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）などを備え
ている。そして、コンピュータ（又はＣＰＵ）が上記睡眠チェックプログラムを上記記録
媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体とし
ては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ
、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記睡眠チェックプログ
ラムは、当該睡眠チェックプログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや
放送波等）を介して上記コンピュータに供給されてもよい。本発明は、上記睡眠チェック
プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形
態でも実現され得る。
【０１２１】
　なお、上記睡眠チェックプログラムは、例えば、ActionScript、JavaScript（登録商標
）などのスクリプト言語、Objective-C、Java（登録商標）などのオブジェクト指向プロ
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【符号の説明】
【０１２２】
　１００　睡眠チェックシステム
　２００　情報処理装置
　２１０　制御部
　２２０　通信部
　２３０　記憶部
　３００　端末装置
　３１０　制御部
　３２０　通信部
　３３０　記憶部
　３４０　出力部
　３５０　入力部
　３６０　撮影部
　４００　センサ装置
　４１０　制御部
　４２０　通信部
　４３０　記憶部
　４４０　検知部
　５００　ネットワーク

【要約】
　複数の対象者の身体の向き等を一括表示、一括確認入力が可能な睡眠チェックシステム
等を提供できる。
　本発明に係る睡眠チェックシステムは、複数の対象者の睡眠状態をチェックする睡眠チ
ェックシステムであって、前記対象者に取り付けて、第一の所定期間ごとに前記対象者の
身体の向きを検知する検知部と、前記検知部が検知した対象者ごとの身体の向きを示す姿
勢データを収集し、姿勢情報を生成する収集部と、前記姿勢情報に基づいて、前記対象者
ごとの身体の向きを一括で表示する表示部と、前記表示された対象者ごとの身体の向きに
対して、一部又は全ての対象者の確認の入力を一括で受け付ける操作入力部と、を備え、
前記表示部は、前記操作入力部の確認の入力を受け付けると、前記確認入力された対象者
の身体の向きの表示を変更する。
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等。 根据本发明的睡眠检查系统是一种用于检查多个对象的睡眠状态的
睡眠检查系统，该对象附着在对象上并且在每个第一预定时间段内检测
对象的身体的朝向。 检测单元，收集单元，其收集表示由检测单元检测
到的每个对象的身体的姿势的姿势数据，并生成姿势信息以及基于姿势
信息的每个对象的身体的姿势。 集体地显示的显示单元和集体接收关于
每个显示的目标人物的身体取向的一些或全部目标人物的确认输入的操
作输入单元，并且该显示单元包括 当接受了操作输入单元的确认输入
时，输入了确认的被摄体的身体的方向的显示改变。
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